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１．日  時  ２００９年１２月１５日（火）１３：００～１５：１０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館 １０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

近藤委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員 

        独立行政法人日本原子力研究開発機構 

         次世代原子力システム研究開発部門 永田部門長 

         ＦＢＲプラント工学研究センター 一宮センター長 

         ＦＢＲセンター 弟子丸技術部長 

        京都大学原子炉実験所 

         森山教授 

        原子力安全・保安院核燃料サイクル規制課 

         浦野統括安全審査官、大音加工班長 

        内閣府 

         中村参事官、渕上企画官、牧参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可につ

いて（一部補正）（原子力安全・保安院） 

 （２）高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発の事前評価について（日本原子力研究

開発機構） 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

  （１－１）日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許

可について（一部補正） 

  （１－２）日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所核燃料物質の加工事業変更許可申請書の一



部補正の概要 

  （２－１）高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発の事前評価について 

  （２－２）「もんじゅ」における研究開発計画について 

  （２－３）「『もんじゅ』における計画及びこれに関連する研究開発」に係る研究開発・

評価委員会による事前評価結果に対する措置について 

  （２－４）性能試験（詳細） 

  （参考１）高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発及びこれに関連する研究開発 

  （参考２）平成２１年度開発・評価報告書 

       評価課題「高速増殖原型炉『もんじゅ』における研究開発及びこれに関連する

研究開発」（事前評価） 

 

６．審議事項 

（近藤委員長）第４７回の原子力委員会定例会議を始めさせていただきます。 

  本日の議題は、１つ目が、日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工

の事業の変更許可について、その一部補正について保安院からご説明いただきます。２つ目

が、高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発の事前評価について、ご説明をいただき

ます。３つ目が、その他となっています。よろしゅうございますか。 

  それでは、最初の議題からお願いいたします。 

 

（１）日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可につい

て（一部補正）（原子力安全・保安院） 

 

（中村参事官）１件目でございます。原子力安全・保安院の核燃料サイクル規制課の浦野統括

安全審査官からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（浦野統括安全審査官）原子力安全・保安院の浦野でございます。よろしくお願いいたします。 

お手元の資料ですが、資料第１－１号として、原子力委員会委員長宛ての経済産業大臣か

らの通知文章がございます。続きまして、資料第１－２号、一部補正の概要の２種類を用い

まして説明させていただきます。 

  まずは、資料第１－２号で一部補正の概要をご紹介させていただきます。表紙をめくって

いただきますと説明がございます。１つ目、はじめにということでございますが、平成２０



年１２月１６日付けで申請がございまして、平成２１年６月１８日付けをもって一部補正が

ありました日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所における核燃料物質加工事業変更許可申請書、

以下変更許可申請書と申しますが、平成２１年１０月６日付け及び平成２１年１２月４日付

けをもって申請書の本文及び添付書類の一部に補正がございました。 

  ２番目に、補正の内容をご案内させていただきます。１つ目は、工事計画等の話でござい

ます。こちらは右側に補正前、補正後ということで図をお示ししてございます。これらは工

事計画等でございまして、工事計画を平成２１年１２月着工、平成２３年３月運転開始から、

平成２２年４月着工、平成２３年９月運転開始に変更してございます。 

  それから、（２）でございますが、排気による周辺環境への影響評価に関しまして、カス

ケード設備から排気系に移行するウラン量のうちの定常操作、カスケード排気操作に伴う数

値を変更してございます。 

  ３番目には濃縮度管理としまして、ＵＦ６の濃縮度を濃縮度測定装置により測定し、これ

に対するインターロックを設置するということをしてございます。 

  （４）としましてその他でございますけれども、加工施設の設計及び工事に係る在籍技術

者数、在籍技術者の原子力関係業務従事年数等を平成２１年１１月時点に更新してございま

す。その他、記載事項の適正化がございました。 

  資料第１－１号にお戻りください。これをもちまして、経済産業大臣より原子力委員会委

員長殿といたしまして、一部補正としまして通知をいたしたものでございます。 

  読み上げは省略させていただきますが、説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ご説明、ありがとうございました。 

  何かご質問、ございましょうか。 

  私から一つ。着工が遅れるというか後へずらしたのは、審査が長引いたからですか、別の

理由ですか。 

（浦野統括安全審査官）現在審査をいただいているところでございますけれども、一方では日

本原燃としまして、今回新型機を導入するということになって初めての更新ということで、

遠心機を製造する工場や撤去予定の既設の遠心機から付着ウラン回収の作業を行っている最

中でございますけれども、こういったものについて慎重に行っているということで少し時間

を要しているということです。 

  それから、許認可を得た後の工事につきましてもしっかりと時間的余裕をもって工事に取

り組んでまいりたいということで、今回の工事の変更ということになりまして、時期を見直



したということでございます。 

（近藤委員長）はい。もう１つ質問です。あまりここで詳しく伺う話でも無いとは思いますが、

濃縮度の管理は今までもしていたことと理解していますが、今回、記載内容を変えたのは技

術的内容が変ったことの所以なのでしょうか。 

（浦野統括安全審査官）濃縮度の管理につきましてはこれまでもなされてきたところ、今回は

カスケードについて５％を上回るという部分がございますので、こういったことについて的

確に管理を行っていくという観点、また、そういったことからインターロックをもって臨界

防止を図るという観点で変更が行われたということでございます。 

（近藤委員長）ご説明が良く分かりませんね。５％を超えるから管理するということですか。 

（田中委員長代理）最大濃縮度は決まっていますよね。 

（浦野統括安全審査官）原子力安全委員会で安全審査指針を策定いただいて、これに基づきま

して我々も審査し、また安全委員会でも審査をいただいているところです。これには加工指

針というのがございまして、５％を超えるものは特定のウラン加工施設のための指針に基づ

く審査をいただくのですが、今回の濃縮度の変更に伴って５％を超えるところに対して新た

に審査が行われているということでございます。従いまして、特定のウラン加工施設のため

の指針に対応するものとして臨界安全管理を的確に行うという観点から、従前の管理に加え

てインターロックを設けるということでございます。 

（広瀬委員）５％を超えて何％までいくのでしょうか。 

（浦野統括安全審査官）正確な数字は申し上げられません。すみません。   

（近藤委員長）私の関心は、その正確な数字はどうでもいいと言ってはおかしいけれども、な

ぜ、管理方式を変えたかということでしたので、これに対して、今回、５％を境に臨界管理

の観点からルール、濃度管理がより厳格にされるべしとする指針が適用されることになった

から、当該機能を有する設備を強化したと説明されたとすれば、それは了解できます。 

ただ、私どもには、平和利用の観点から意見を申し上げる責任があるところ、５％を超え

るけれども数字はいえない、と言われるのは困る。合理性のある答えがあってしかるべきだ

と思います。 

（浦野統括安全審査官）失礼しました。特定のウラン加工施設のための指針の適用部分につい

てですが、濃縮工程のカスケード設備で５％を超える部分が一部はあるのですけれども、カ

スケードの出口からは５％以下の実際に原子力発電所で使用される濃縮度のものが出てきま

す。   



（広瀬委員）良く分からないのですが、どういうことなのでしょうか。 

（大音班長）カスケードの中で、今回は一部の最終のところの配管の部分で５％を超えるとい

うことになりますが、最終的にカスケードを出るところでは５％以下になるということでご

ざいます。ただ、今回は安全を期して、一部の部分で５％を超えるということで、いわゆる

特定のウラン加工施設のための指針というものを用いて、より厳密に濃縮度管理を行いまし

ょうということで、さらにこのインターロックも設けるということです。 

（近藤委員長）それはそれで大事なことなのですけれども、どこかで５％を超えるといわれる

と、平和利用が担保されるべしという観点から、気になるのですよ。保障措置の話が聞けな

いから、それが１０％を超えるというわけではないとか、そういう相場感の話があってしか

るべきだということです。それすら口にできないということですか。 

（浦野統括安全審査官）大変失礼いたしました。原子力平和利用や核燃料物質を計画的に平和

的に使っていくという観点から、あくまでも大きく超えるというものではなくて、要するに

結局仕上がりは５％以下の通常原子力発電所で使う濃縮度のものとなるように生産を行うと

いうことであります。 

（近藤委員長）頼りないですね。   

（浦野統括安全審査官）具体的な数字は言えないものですから、すみません。 

（近藤委員長）分かりました。それではもう一度良く聞いてみることにしましょう。 

（広瀬委員）そこが一番大事なところですよね。 

（近藤委員長）ええ、ただ、それは機微情報だと言われれば公開の席では聞けませんが。 

（浦野統括安全審査官）機微情報ということでございまして、具体的な数字は持ち合わせてい

るのですが、説明を控えさせていただきたいということでございます。 

（近藤委員長）ただ、それが機微情報と言われても、私としてはそうは思えない。機微情報の

考え方に違いがあるように思いますので、そこから調整をして、もう一度ちゃんと正しく伺

いましょう。 

  良いでしょうか。 

（広瀬委員）そうですね。このままでは５％を超えるからと言われて、ただ単にそうですかと

いうわけにはいきませんね。 

（近藤委員長）はい、それでは、この点については、ただ今の説明では不十分ということにさ

せていただきます。 

  ほかに何かありますか。 



  もうひとつだけ。これは私どもが知っていなければならないことなのですが、何％の濃縮

度までの製品を作って良いのか。そもそも濃縮一般について、制限値はありますでしょうか。

私は無いと理解をしているのですが、最近、文章を書こうと調べていまして、自分の調べも

のをここでしてはいけないのですが、そのこと、確認ができればと思って質問するのです。 

（浦野統括安全審査官）確かにそうですね。 

（近藤委員長）多分、無いと思うんですけれどもね。 

（浦野統括安全審査官）原子力の平和利用という観点からしか見ていません。   

（近藤委員長）たしか、他の国の例も多分それに近いことになっていると思うんですよ。一方

でセキュリティの観点から高濃縮のウランは回収するということがなされているんで、規範

と政策にずれがある例と見ているのです。 

（伊藤委員）２０％までは使えますよね。 

（近藤委員長）自分で造る場合には、ウランをどこの国から調達したのかに依存しますかね。 

（伊藤委員）日米協定についていえば、それは２０％ですよ。他の旗の立っているものもそう

いう協定でそうなっているのではないかと思いますが。 

（近藤委員長）一律に同じですかね。 

（伊藤委員）理解が違うのかもしれませんが、いずれにしても無制限というのはあり得ないで

すよ。 

（田中委員長代理）法令では決まっていないのではなかったでしょうか。 

（近藤委員長）法令には書いていないのでしょうかね。 

  ご発言、どうぞ。 

（浦野統括安全審査官）大変失礼しました。先ほどの数字でございますけれども、資料で公開

できるところを確認しましたので、ご説明したいと思います。カスケードにつきましては、

５％を制限といたしまして、臨界評価として７％のところで臨界についての安全を確認する

としてございますので、ここのところで抑えられる形のものとするということになってござ

います。 

（近藤委員長）はい、その点については、今日は一応ご説明を伺っただけということにさせて

いただきます。いろいろことを整理した方が良いと思いますので。 

では、この議題はこれで終わらせていただいてよろしいですか。 

  それでは、ありがとうございました。 

  それでは、次の議題。 



 

（２）高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発の事前評価について（日本原子力研究開

発機構） 

 

（中村参事官）２番目の議題でございます。高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究開発の

事前評価についてという議題でございますが、本日は日本原子力研究開発機構が行いました

事前評価の御説明ということでございますので、日本原子力研究開発機構からはＦＢＲプラ

ント工学研究センターの一宮センター長がいらっしゃっております。それと、今回評価を行

った評価委員会の委員長でありました京都大学原子炉実験所所長、森山教授もご出席いただ

いてございます。 

  それでは、ご説明よろしくお願いいたします。 

（森山教授）ご紹介いただきましたように、本日は高速増殖原型炉「もんじゅ」における研究

開発及びこれに関連する研究開発の事前評価の結果についてご報告いたします。 

  資料第２－１号をごらんください。資料にございますように、評価委員会は日本原子力研

究開発機構から国の指針に基づいて、もんじゅにおける研究開発に関する事前評価を諮問さ

れました。この資料は、この諮問を受けて委員会が答申した評価結果を説明するものです。 

  まず、評価の経緯ですが、これについては機構側から説明をお願いしたいと思います。 

（一宮センター長）それでは、経緯についてご説明いたします。次世代原子力システムＦＢＲ

プラント工学研究センターの一宮と申します。 

  今回森山先生が主査をされております、次世代原子力システム核燃料サイクル研究開発評

価委員会、以降は評価委員会と呼ばせていただきますが、これに諮問いたしました経緯は資

料２－１の１の評価の経緯というところに書いてございます。原子力機構はこれから性能試

験をやるわけですけれども、性能試験に先立ちまして、もんじゅから得られるデータを解析

し、実証炉・実用炉につなげていくという具体的な研究開発、それから実用化に至るような

研究開発の場としての利活用を図るための研究開発というものを策定いたしました。それら

について、国の研究開発評価に対する大綱的指針、そういうものに基づきまして、先生の委

員会に諮問した次第でございます。 

  諮問いたしましたのは、平成２０年１１月７日でございます。 

  諮問の内容は、評価の経緯の○の３番目に書いてございますが、２０１５年以降にわたる

長期にわたる研究開発、これを説明した上で、２０１５年までの研究開発に係るプロジェク



トレビュー、技術的な評価、それから研究体制、マネジメントレビュー、これについてお願

いした次第でございます。 

  資料の裏を開けていただきますと、資料１の添付１というものがございます。これが研究

開発評価委員会の構成でございます。委員長は森山先生にお願いいたしました。このような

いろいろな学識経験者、それからジャーナリスト等々、それから電力さん、いろいろな各方

面の先生方に評価をお願いした次第です。 

  特に技術評価につきましては、作業が非常に厳密になるということで、炉システム作業会

というものを二ノ方先生に主査をお願いして、詳しくやっていただきました。特に、今申し

上げた作業会のメンバーのほかに有識者ということでこのようなメンバーの方にも加わって

いただきました。 

  その次に委員会の実績でございますが、委員会としては２０年１２月３日、それから２１

年１０月３０日ということで３回。それから、作業会も３回開かせていただきました。 

  それでは、中身でございますが、資料２－２というものがお手元にあると思います。実際

に見ていただきました研究開発でございますが、中身についてご説明したいと思います。 

  私どもがまとめました研究開発は、資料２－１の裏に添付１がございますが、これがそれ

の要約版になっております。これを３ページぐらい開けていただくと添付２ということで、

「高速増殖原型炉『もんじゅ』における研究開発及びこれに関連する研究開発」に関する研

究開発計画書ということで、具体的な研究体制をここに添付させていただいております。 

  それから、今申し上げたのは技術的な中身でございますが、資料３はマネジメント、体制

等についての資料を添付３に掲げてございます。 

  さらに、委員のお手元には参考資料として資料が２つございますけれども、これが実際用

いました研究開発計画の説明資料と、それから今回の事前評価の結果をまとめた資料でござ

います。これらにつきましてはすべて１番目の資料の中にすべて入ってございます。 

  それでは、実際の中身について説明させていただきます。資料２－２の添付１、これは実

際に先生方にご説明した資料の抜粋版になってございます。 

  まず、もんじゅの役割でございますが、ここに書いたとおりでございます。高速増殖炉は

赤いところで書いてございますが、発電しながら消費した以上の燃料を生産する。あるいは

マイナーアクチノイド等を再利用することによって環境負荷を低減できる。あるいは、温室

効果ガスが十分小さい発電が長期持続的にできるということに意義がございますので、我々

としてそれを次世代炉の本命として開発しているところでございます。 



  もんじゅは左上に書いてございますが、こういうものを達成するための原型炉としての役

割がございます。２０２５年に至る中核としてはもんじゅからのいろいろな運転保守データ

とともに、右のほうに書いてございますが、革新技術を開発しますＦａＣＴプロジェクトと

いうのが相まって、実証炉の研究開発実現ができると考えております。 

  その下にもんじゅにおける研究開発をロングスパンで書いてございますが、もんじゅにお

ける研究開発を私どもはこういうふうに考えています。後でご説明しますが、今年度の末か

ら性能試験というのが約３年にわたって行い、その後本格運転に至る工程を考えております。

このような工程の中で、まず１つは２０１０年から１０年間ぐらいにわたって、発電プラン

トとしての信頼性の実証を行いたいと思っております。１つは、安全・安定運転の達成、そ

れから今申し上げております性能試験をやっていろいろなデータをとっていく。それから３

番目は、性能試験から得られたデータに基づいて原型炉を用いた技術を評価して、それを実

証炉につなげていくというような役割を考えています。 

  それからもう１つは、運転経験を通じたナトリウム取扱技術ということで、ナトリウムの

管理技術の確立、それからＩＳＩ（使用期間中検査）とか保守補修技術、プラントの保全技

術を実際の発電プラントの経験を通じて確立していきたい。３番目に、それらをデータベー

スとして蓄積して、そのデータベースを実証炉・実用炉につなげていくというようなこと、

大きくいえばこの２つの目的について、約１０年間にわたってこれを達成してきたいと考え

ています。 

  それ以降は、もんじゅを研究開発の場として生かすということで、最近は高速中性子炉が

非常に少なくなっておりまして、本格的な高速中性子による照射場というのはもんじゅ、常

陽、西側ではそれぐらいになっておりますので、非常に重要な場であると考えています。そ

のように活用していきたいと考えています。 

  それから、下のほうに矢印がついておりますが、そういうものを研究開発、プロダクトと

しては設計技術の評価、それから１０年間ぐらいにわたっては設計技術評価に加えて、信頼

性実証、ナトリウム取扱技術の確立、そういうプロダクトを出していこうというふうに考え

ております。さらに長期にわたっては、高燃焼度燃料の燃焼実証、それからＴＲＵの照射と

かそういったものについて成果を上げていきたいと考えております。 

  その後ろのほうに、今申し上げたアイテムについて１個１個書いてございます。今日は時

間もありませんので少しだけ象徴的な言葉でご説明していきたいと思います。 

  安全・安定運転については、ここに書いてありますように、運転手順書等をまとめて運転



経験をデータベース化して体系化していく。それから、性能試験についてはここに書いてあ

るとおりで、後でご説明いたしますが、性能試験を行っていくということでございます。 

  原型炉技術評価は、このような性能試験から得られたデータあるいはこれから得られるデ

ータというものについて、５ページ目にはいろいろなデータベース、それから解析評価、こ

ういうものとつき合わせまして、もんじゅの性能あるいは最新の解析手法、そういうものに

ついて評価していきたいと考えています。 

  それから、プラント特性についても同様でございます。 

  ７ページ目には、ナトリウム取扱技術ということで、純度管理、それから腐食生成物のデ

ータ取得、それから大型機器、燃料集合体の洗浄データ、こういうものについて実際の発電

プラントの場でこういうもののデータをとって、それの評価技術を磨いていきたいと考えて

おります。 

  それから８ページ目には、プラント保全技術ということで、検査ロボットが色々と並んで

おりますけれども、原子炉容器、１次主冷却配管、それから蒸気発生器、こういうものにつ

いて実際に検査ロボット、検査装置、検査システム、そういうものをこの中でもんじゅの中

で高温・高放射線環境という特徴を有する高速炉機器のＩＳＩ技術を実証していきたいと考

えております。 

  ９ページ目にまいりますが、今ここにいろいろ文字で書いてございますが、大事なところ

は５番目に書いてございます。プラントの技術情報を総合化してデータベース化していく、

もんじゅプロジェクトの成果をデータベース化していきたいというふうに、こういうものが

きたるべき実証炉へ１つの情報、しかるべき情報だと考えています。 

  それから最後に、もんじゅの高度化ということで、炉心の性能向上、下のほうに今の許可

の範囲での炉心の燃焼度等を書いてございますけれども、それを高度化していきたいという

ふうに考えております。 

  それから、先ほど来申し上げておりますが、非常に少なくなった高速中性子場ということ

で、もんじゅを最終的にはいろいろな形での高速中性子場として使っていきたいと考えてい

ます。 

  このような研究開発計画について森山先生の評価委員会にこれらを説明して評価したいた

だいたところでございます。 

  それから最後に、今お手元の資料の最後の資料に、資料２の添付３というのがございます。

これはマネジメント資料でございます。これは、先ほど来申し上げておりますのは技術面に



ついてご説明いたしましたが、マネジメントという面についてもいろいろな評価いたしまし

た。機構における研究開発体制、私どもがこのもんじゅの研究開発をやるのにはどの体制で

やっていくのかというのを、機構におけるもんじゅ研究開発体制ということで、緑色で書い

てございますが、そういう形でやっていくということでございます。 

  それから、ＰＤＣＡ、これについては左側の方にＷＢＳ（Work Breakdown Structure）

をつくったり、あるいはいろいろなチェックをかけるというようなことをご説明致しました。 

  それから、もんじゅの国際協力を書いてございます。 

  最後に、研究開発における品質保証ということで、従来研究開発についてはあまり実施さ

れなかったけれども、これらもきちんと研究開発システムにのっとって運用しておるところ

でございますので、それを報告して評価いただいたというところでございます。 

  以上でございます。 

（森山教授）ありがとうございます。 

  次に、評価の結果ですけれども、委員会は平成２１年１１月５日に原子力機構の理事長に

評価結果を答申しております。この答申については、資料２－１号が答申書の内容になりま

す。評価結果として答申書を出しております。 

  この資料に基づいてと言いたいところですが、実はこれはちょっと大部にわたりますので、

最後のところに簡潔にまとめているものがございます。これを用いて要約して説明させてい

ただきたいと思います。 

  評価の考え方については、答申書の冒頭にもお示ししておりますけれども、事前評価では

ありますが、今後引き続いて行う中間評価の骨格となるものでありまして、これについては

そういう意味でしっかりやろうということにしております。 

  評価の中身につきましては添付３をごらんいただきます。先ほど来説明がありましたよう

に、いわゆる技術的な側面と、それからいわゆるマネジメントの側面、その２つに大きく分

けてやっております。評価の総括という意味ではその評価の総括というところをごらんくだ

さい。マネジメントについては２０１５年までの原子力機構における研究開発体制等の枠組

み及び運用方法は準備されていると評価しました。委員会としてはこのマネジメントは今後

確実に機能することが重要と考えており、準備はされていると評価しております。 

  プロジェクトについては、２０１５年までの研究開発計画の内容として、必要な重要技術

事項が包含され、さらに長期にわたる研究開発を５年程度で区切り、その都度チェックをし

ていく進め方を採用しており、技術的に十分検討された研究開発計画であると評価しており



ます。 

  ただし、先ほど申し上げましたように、今後確実にやっていけるというようなことを期待

して、いずれについても幾つかの留意点を指摘しておりまして、研究開発が一層効果的に実

施されるように、よりよい研究開発成果が生み出されるようなことを期待しております。 

  いろいろ留意点といいますか、ものによっては指摘するような点につきましては、その下

のところに書いております。まずプロジェクトレビューについては、総論的なこととして、

研究開発の実施においては、最新の科学技術の知見を常に取り入れる努力を行い、その反映

策として実証炉を念頭に置くということでございます。 

  もんじゅの設計技術評価自体は、造って動かし始めてストップしたわけですから、もんじ

ゅを設計した技術の評価というのは完了していないという位置づけとなりますので、本評価

期間においてはもんじゅの設計技術の集大成を図るべく、性能試験及び原型炉技術評価を行

うために研究開発部門はその力を評価に集中すること、ということでございます。 

  それから、発電プラントとしての信頼性の実証という観点からは、安全・安定運転を達成

して、ナトリウム冷却ＦＢＲの運転実績をあげること。これはナトリウム取扱技術の実際の

ＦＢＲにおける確立につながり、結果としてＦＢＲ開発の強力な推進ということになるとい

うことから、安全・安定運転継続の意義を意識しておく必要があるということです。 

  同じく、プラント方面の観点からは、軽水炉のような蓄積というのは無いわけですから、

もんじゅにおいて着実に運転実績を蓄積して、実証炉・実用炉の合理的な保全を支える機

器・部品の劣化等の実データを取得することが極めて重要であるということです。 

  それから、同じくプラントとしては、性能試験結果を用いて原型炉技術評価を行い、その

成果を実証炉・実用炉に反映するということでありますけれども、その解析手法は、要は一

般性が十分に担保されたものに基づく手法でなくてはならないということ。もんじゅに特化

したようなものであるよりは、やはり汎用性のある一般化されたものである必要があるとい

うことです。 

  それから、ナトリウム取扱技術の確立の観点から、２０１５年まではもんじゅの運転実績

を積みながら有効な保全方法・技術を広く検討して、その後、技術の選択と集中ということ

になっておりますけれども、保全技術を高度化して実証炉・実用炉に適用していくという意

味です。例えばナトリウム中の目視検査と技術開発とか、そういう可能性のある技術につい

ては２０１５年以降も引き続いて検討すべきであるというようなことを指摘しております。 

  もんじゅを実証炉の燃料開発の場として活用する際に、もんじゅの制約の範囲内で採用可



能な概念は積極的に取り入れる必要があるというようなことを指摘しております。これが技

術的な側面。 

  それから、一方、マネジメントの点でございます。組織、体制、それから外部機関との連

携の観点からは、長期にわたる取り組みでは、研究開発計画の見直しを行うフィードバック

体制の設計と運用が重要である。適切にチェック機能を働かせる体制を設計することが重要

であるということをいっています。 

  一元的な推進体制を重視するということは非常に評価されるところですけれども、その関

係を密にすること、あるいは重複とか抜けということに注意しなければいけないということ

も報告書のほうには書いております。 

  それから、組織におけるＰＤＣＡ、研究開発の場で一部の遅滞が全体の遅滞を引き起こす

ようなことを防止するために、状況の変化を常に把握しＰＤＣＤサイクルの循環を柔軟なも

のとして機能させるべきであるというようなことを指摘しております。 

  あと、人材育成の観点、人材育成、技術継承というのが非常に重要でありまして、機構内

のキャリア開発のプログラムを整備するとともに、何かしっかりと明示化されたキャリアパ

スモデルの構築を検討していくということを指摘しております。 

  また、国際協力、情報管理、情報発信の観点から、もんじゅの情報というのは高速増殖炉

に関心を持つ世界の人々が注目しているということがありますので、しかるべき情報管理の

仕組みというのは必要ですと、こういうものに基づいて情報発信を行っていくことが望まし

いということをいっております。 

  最後に、品質保証の点ですが。この形骸化・空転化を防止するためには、定期的に研究開

発現場の受け止め方について調査して、改善する体制を整備していくとことが重要と。この

ことを留意点として挙げております。 

  以上のような評価結果を答申したところでございます。機構のほうでは答申に対して措置

を検討しておりますので、その措置については機構側から説明していただきたいと思います。 

（一宮センター長）それでは、今森山先生がご説明されたいろいろな評価に対して私ども機構

がこれから、事前評価でございますので、これから研究開発を行うときにこういう形で措置

をさせていただきたいというのを資料３に書いてございます。 

  １つは、左側から説明させていただくと、プロジェクトレビューというものを先生のほう

から説明されました。研究開発の知見の取り入れでございますけれども、これから研究開発

を行っていく場合にはいろいろな関係する学会等に積極的に参加して、最新の知見の収集に



努めます。それを研究開発に直接反映させるような、そういうようなことにしたいと思いま

す。 

  それから、もんじゅの設計技術の集大成というふうに位置づけられるそういうものについ

ては、原型炉技術評価というものを先ほどもご説明いたしましたけれども、実際にやってお

りますのはＦＢＲプラント工学研究センターが中心になっておりますけれども、私どものセ

ンターだけではなくて、関連する部署、大洗にいろいろな関連する部署がございますので、

いろいろな大洗の関連部署、それから、原子力基礎工学部門、実際には炉物理などの協力も

今得ておるところでございますけれども、そういうようなところと一緒になって機構の総力

を結集して臨みたい、実際に臨んでいるわけですけれども、そういうふうにしたいと思って

おります。 

  それから、発電プラントとしての信頼性実証ということでございますけれども、性能試験

における安全性を確保するというのは大前提でございますけれども、試験の計画段階から保

安規定の規則に遵守、それから実施段階では試験手順とか条件、そういうもののレビューを

するということで、実際私どものＦＢＲプラント研究センターの人間ももんじゅの中に席を

並べて保安規定の中に入って試験に臨んでいるところでございます。 

  それからさらに、機器の劣化データの取得でございますけれども、運転データ、それから

定検時の検査・測定データの収集・分析などを行って、機器の保全について見直したり高度

化に活用できるようにしたいと考えています。 

  それから、さらにまた原型炉技術評価でございますけれども、原型炉技術評価で開発する

解析コード、これは実際はもんじゅから起こったものでございますけれども、単にもんじゅ

だけに適用できる特化したものというわけではなくて、これを普遍化して実証炉の設計まで

各種の試験を分析、研究していきたいというふうに考えています。 

  それから、さらに保全のことでございますけれども、保全有効と予測できる技術は日進月

歩でございますので、２０１５年以降も選択と集中を行いつつ、常に技術の進展をウォッチ

しながら進めたいと思っています。 

  それから、実用化に向けた研究開発の場でございますけれども、実際実証・実用炉で太

径・中空燃料というような高密度化されたものを実証・実用炉で使うということを考えてお

りますので、それを段階的にもんじゅに装荷して、その性能を確認していくというような計

画を今検討し、さらにこの検討を続けていきたいと、計画をつくっていきたいというふうに

考えています。 



  それから、マネジメントレビューでございますけれども、フィードバック体制が重要だと

いうことでございますが、実際に研究開発を行っていくときいろいろな齟齬が出たりすると

まずいので、そのリスクをモニターするということがまず大切なことじゃないかなというこ

とで、常にリスクのモニターをする、そういうことにしたいと思っております。 

  それから、柔軟性のあるＰＤＣＡサイクルということでございますけれども。ＰＤＣＡサ

イクルの特にチェックとアクション、それのタイミングを実際はいろいろな形でチェックを

行っておりますので、研究開発の進展に応じてそれを長くしたり、あるいは密に行ったりし

てＰＤＣＡを回していくというふうにしたいと思っています。 

  それから、キャリアパスでございますが、我々が考えていますのは、運転現場に精通した

専門家というようなそういう理念を掲げて、実際のもんじゅの現場に近いものですから、そ

ういうような専門家を育成したいというふうに考えております。 

  それから、国際協力でございますが、もんじゅの国際協力を戦略的、積極的に情報発信し

ていく。 

  品質保証でございますが、Ｒ＆Ｄの品質保証というのは余りやってこなかったんですが、

ことしの１０月からそういうシステムを本格的にやっております。ただ、まだ始まったばっ

かりでございますので、研究現場の受け止め方を注視しつつ、それを定着化させるようにし

たいと思っております。 

  最後に資料４というのがございます。これは森山先生の評価委員会に評価したいただいた

後、右肩に書いてございますが、１２月８日に当方で記者発表させていただいたものでござ

います。裏のページに性能試験の工程が書いてございます。性能試験の工程につきましては、

先ほど私約３年というふうに申し上げたんですけれども、実際はこのような性能試験の工程

を私ども考えていますというのを１２月８日に記者発表させていただいたものでございます。 

  平成２１年度の末に性能試験前の準備・点検を終えて性能試験に入っていきたいというふ

うに考えています。中身は、まずは炉心確認試験ということでゼロパワーで行い、それから

その後数カ月設備点検のために休んで、その後４０％出力、この段階で蒸気が出ますので、

初めて蒸気が出るようなそういうような観点からプラントの確認試験を行い、さらに数カ月

設備点検を行って、最後に出力上昇して１００％までもっていくようなそういうような試験

工程を考えており、本格運転は平成２４年度の末に入っていきたいというふうな工程を考え

ております。 

  これについて先生の評価が終わった後、記者発表させていただいたものでございますので、



ちょっと今日の事前評価とは別でございますけれども、関連するということで公開情報でご

ざいますので、それについてご説明させていただいた次第です。 

  以上です。 

（森山教授）ありがとうございます。 

  以上、時間をとってしまいましたけれども、説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、ご質問ご意見をどうぞ。 

  松田委員。 

（松田委員）私は原子力の技術の専門家ではありませんが、大変丁寧に時間をかけて本当に細

やかなご配慮で技術評価をしていただいてありがたいと思います。私の納得できる書き方に

なっていて、すごいなと感心しました。 

  その中で確認したいことがあります。１０ページの下から４行目のところに所期目的とい

う言葉がありますが、所期目的の所期というのはいつまでのことを指すのでしょうか。例え

ば、性能試験の中で所期というのはどこに当たるのかなというのが１つ質問です。 

  次にもう１つ、もんじゅのご担当者に説明をお願いしたいのですが、この事前評価は本当

に良くまとめられていて分かりやすくて具体的ではありますが、これが実際に始まって何年

か経ったときに、この評価結果がきちんと実施されているかどうかの評価はやらなければい

けないと思うのですが、全体的な位置づけの中でいつ頃に入っているのでしょうか。 

（永田部門長）所期の目的ということでは、資料２に添付１という形で、もんじゅにおける研

究開発のもんじゅの役割、それから研究開発の概要というのが記されております。その中で

右下に２と書いてある資料で見ていただきたいと思います。発電プラントとしての信頼性の

実証、それから運転経験を通じたナトリウム取扱技術の確立を行うこと、これについては原

子力委員会でも議論していただいて、もんじゅの運転を通してまず確実にこの２つはやりな

さいということでご指示いただいているものと受け止めておりまして、私どもとしてはこれ

を所期の目的としてまずはこれの達成に全力を挙げるということでございます。 

（松田委員）これでは一般の人には分からないと思います。 

（田中委員長代理）私にも分からないですよ。 

（松田委員）そうですか。本当に残念ですね。 

（田中委員長代理）いや、残念ということでは無くて、無理なんですよ。 

（松田委員）そうなんですか。 



（近藤委員長）結論をどうぞ。 

（森山教授）報告書の中には前のほうに書いてあるんですけれども、今の２つの項目について。

所期の目的という言い方、整合性はとれてないかもしれません。我々もそこの辺は当然とい

う意識で書いてしまっているところなのかもしれません。 

（伊藤委員）所期というのは時期の問題ではなくて、もとからこういうものが目的だというこ

とですか。 

（森山教授）本来のという意味です。 

（伊藤委員）そういう意味で、意味合いが違うんじゃないですか。 

（近藤委員長）松田委員はそれで良いのですか。田中委員のコメントが入って、頭がおかしく

なっちゃったけれども。松田委員は満足したということにして良いですか。 

（永田部門長）あと、松田先生からもう１点ご指摘いただいたいつチェックしますかというこ

とでございますけれども、基本的に私ども５年単位で中期計画をつくって、事業を進めてお

ります。今回の「もんじゅ」における研究開発についても事前評価という仕組みで評価して

いただいていており、スパンとしては５年間の計画を詳細に見ていただきました。５年後に

は確実に結果のレビュー入れますけれども、ただ５年では長いですから、中間で中間とりま

とめのような形でチェックを入れることを考えております。したがって、大体二、三年ごと

に１回は必ずチェックを入れる。ただ、社内的にはもう少し細かく見ています。ＰＤＣＡの

サイクルということを申し上げしていますが、最低限全社で１年に２回チェックする。それ

から、私ども次世代部門では部門内で四半期に１回チェックをすると、このような形でＰＤ

ＣＡきちっと回していこうと考えているところでございます。 

（近藤委員長）では次に、田中委員。 

（田中委員長代理）最初に少し嫌味を言うと、今ごろ研究開発のこういうものが出てくるとい

うのは、時期的に本当はおかしいですよね。もともともんじゅはもっと早くスタートしてい

るはずだったわけですから、この検討評価をお願いした時点ではもう既にスタートしていな

ければいけなかったものが、遅れに遅れてここに至っているということなので。とは言うも

のの、今回こういうＲ＆Ｄ計画をきちんと評価していただいたというのは大変良いことだと

思います。 

  私の理解では、さっきの所期の目的というのはある程度これで全部カバーしているんだと

思います。逆に言うと、多様な炉心というかアメリシウムが蓄積していることを利用したこ

ういった炉心特性試験というものは、所期の目的には少なくとも無かったですよ。だから、



すべてを理解するのはなかなか難しいです。でも、全部は私には到底理解できませんけれど

も、当初もんじゅを設計した当時に意図した色々な試験項目とか色々な研究開発計画は一応

カバーされているのかなと思います。これだけでは、細かいことはわかりませんが。 

  その上で、最後に性能試験の工程というものを出していただきましたが、結局もんじゅが

ここまで世間の上で色々と問題をかもし出したのは、このスケジュールが遅れに遅れている

ということだと思うんですね。ようやく今度、臨界試験から本当に最初のステップを踏むわ

けです。３年かかって本格運転にいくまでの間で、私は実は心配なことが色々とありますが、

これからのもんじゅの役割として、このスケジュールをキープするということがとても大事

なことだと思います。だから、そういう点でぜひ森山先生がこういうことだから十分に反映

してやった方が良いということがあればぜひ教えていただきたいと思います。 

  一般的にもんじゅの後に実証炉ということになるんですが、私はもんじゅでは安定・安全

運転を積み重ねて信頼性を確保するというためにどういうことを学ばなければいけないかと

いうことをよく学んでいただきたいと思います。同時に、もんじゅの次はもう経済性を問わ

れますから、そういう意味でどういうところにどういう技術を開発していかなければいけな

いのかということをきちんと学んで、その次にようやくそのベースでどういうＲ＆Ｄ計画を

ポスト原型炉、実証炉にいくためにどうするかということになる。これはもう森山先生の仕

事ではなくて、ＪＡＥＡの総力を挙げてやる最も大事なことだと思いますので、ぜひそうい

うことを改めて自分たちなりに事前に詰めながらやっていただきたいと思います。 

（近藤委員長）はい。伊藤委員。 

（伊藤委員）ご説明をありがとうございます。 

  今回こういう評価をいただいて、長年止まっていたもんじゅがやっと運転再開ということ

で、ぜひＪＡＥＡにはこの評価委員会の特にこの留意点をしっかりと心にとめていただいて、

熱意と誇りとそれから責任感を持って、先ほどから言われている所期の目的なるものをしっ

かり達成していただくと。それがまた将来の実用化につながっていくという役割をきちんと

果たしていただきたいということをまずお願いいたします。 

  それから、質問です。今回のこの評価結果、これは今日いただいた資料１の答申書のこう

いうところで言っておりますが、今回の評価結果は今後引き続いて実施される中間評価を支

える骨格であると、こういう位置づけになっている。今後この評価を有効に活用するための

基盤をなすものと、こういう位置づけが極めて大事になっているということです。そうした

上で、マネジメントレビューあるいはプロジェクトレビューについては一応合格点、十分準



備されているということで、私は合格点が与えられたと思います。 

  そうした上で幾つかの留意点を挙げているということで、ここは非常に注目しているんで

す。まずこの留意点がどういう意味なのかと思います。では、なぜこんなことを聞いている

かと、そこからまず申し上げますと、この留意点というのはＪＡＥＡに現在弱いところ、あ

るいは欠けているという点を指摘したのか、あるいはそうではなくて、今後先ほどのような

位置づけの中でリマインダーとしてこういうものを今後とも評価する上での留意点、あるい

は進める上での留意点としてあげたという点なのか、どちらなのかということをまずお伺い

したいと思います。 

  それから２点目は、この留意点を見るとほとんどが例えば経営トップとそれから現場サイ

ドのコミュニケーションをしっかりやりなさいとか、あるいは人材育成、技術継承のための

キャリア開発とか、つまり、大きな組織を動かしていく上では、何もこのもんじゅがやると

かＪＡＥＡがやるとかそういう話ではなくて、最も普遍的な問題がかなり留意点として挙げ

られているという点です。 

その一方、もう１つは、確かに次世代原子力システム研究開発部門とＦＢＲ研究開発セン

ター連携をしっかりやりなさいということですが、これはまさにもんじゅプロジェクト、高

速炉開発の特異な点だと思います。 

  つまり、一般的な点と特異な点と両方挙げられている。特に私はその一般的に普遍的な問

題があえて留意点として挙げられているのは、単なるリマインダーなのか、あるいは将来の

目のつけどころなのか、あるいはＪＡＥＡ、機構さんの組織風土特有の問題として特にこの

留意点を挙げられてきてなかったのか、この点をお伺いしたいと思います。 

（森山教授）どうもありがとうございます。確かに留意点として挙げているものの中身につい

ては、それぞれに位置づけが違うものがございます。といいますのは、冒頭に申し上げまし

たように、例えば体制としてはでき上がると思うけれども、これが十分機能することが大事

なんだということです。確かに先ほどおっしゃったような面で今のような事態に至ったとい

うようなことは委員の中でもいろいろ議論がありましたので、やはりこういう視点からもき

ちっと留意点を挙げておくべきだろうということで挙げさせていただいております。 

  それから、おっしゃるとおり普遍的な点についてもやはりあるのは確かです。ただ、いろ

いろ施設というものを運転していく研究開発というのは、普遍と特別、両方の側面がありま

す。研究の施設を安全に運転していくということ自体が成果になるというような面と、それ

からもう１つは研究開発として行っていくという面がありまして、そういうことでどうして



も複数の視点から見ているということは確かだろうと思います。そういう視点で見ておりま

す。それらが区別して示されているかということについては、十分整理しきれていないとこ

ろがあるかとは思いますけれども、委員のご意見を漏れなく、できるだけ漏れなく書きとど

めておきたいというような意味で書き上げております。 

  それからあと１つ例を挙げますと、例えばＰＤＣＡサイクルという言葉は非常にわかりや

すくて、一般産業の中でもよく言われている概念だと思うんですが、これが果たして研究開

発ということに適用できるかというような議論もございました。ただ、ＰＤＣＡサイクルで

対応できる部分というのは、やはり組織全体を動かすという意味からはあるのではないか。

個々の研究開発についてこれが果たして適切かというのは、製品として出しているというよ

うなときには適用できるような概念ではあっても、その概念がそのまま直接適用できるよう

なものかどうか、それについてはよく考える必要があるが、趣旨としてはそういう意味であ

って、フィードバックをかけて、それで常に情報を集めて柔軟に対応していくという、これ

がやはりよく機能するということだと思いますので、そういう意味として受け止めていただ

きたいなと申し上げております。 

（伊藤委員）そうしますと、それにつきましてはまず研究開発という特異な点も踏まえながら、

なお今後進めていく上で必要だと思われること、特にこれまでの現在のＪＡＥＡが出した計

画について、ここが弱いからここを補強すべしとか、あるいは現状を見ててここが弱いから

補強すべしとかいうことよりも、むしろ普遍的に全体的にこういうプロジェクト検討を進め

ていく上で大事な点を改めて、むしろリマインダーとして挙げて、そして今後そのリマイン

ダーをしっかり留意して、まさに留意しながら進め、そしてＰＤＣＡを回し、そして評価を

しながら進んでいくと、こういうために挙げた網羅的なものだという理解でよろしいですね。 

（森山教授）はい、むしろ抜けがないような形を目指したいなと。つまり、先ほど田中委員長

代理がおっしゃいましたけれども、やはりこういう工程、これは明確な形では出ておりませ

んでしたけれども、おおよその形は伺っておりましたので、こういうことが始まるその事前

評価であり、事前評価に当たって、これを先ほど言われたように遅れないように、目標を立

てた以上はやはりそれを意識しながら、常に柔軟に問題対処できるようなことが大事ですよ

と、そういうことを申し上げたつもりです。一元的な体制を作ったからといって必ずしもそ

れが機能するとは限らないので、神経が行き渡っているような形の、情報を密にするような

形の運用をお願いしますとお願いをしているところです。 

（近藤委員長）広瀬委員、どうぞ。 



（広瀬委員）何をどう申し上げたら良いか分かりませんが、今森山先生がおっしゃったことが

全てではないかなと思います。例えば機構の措置というところを見ますと、例えばプロジェ

クトレビューの最初、関係する学会等に積極的に参加して最新の知見の収集に努めていくと

あります。しかし、これは考え様によっては当たり前のことですよね。逆に言えば今までそ

ういうことをしていなかったのですかということにもなってしまいます。そういうところが

何箇所かに見られました。つまり、一般的な心構えとしてこういうことを今後しますという

のは大変結構ですけれども、言うのは簡単だけれども実際にどこまでやるかというところが

まさに問題で、それこそ機能をどういうふうに果たすかというところが一番問題なのだと思

います。 

  そうしますと、やはり問題はかなりの部分マネジメントの方なのかなという気もいたしま

す。こういうことというのはそこの中にいる人たち一人ずつが相当の熱意を持って、自分の

能力の１２０％を生かそうと思うぐらいの熱意を持って進まないと多分成功しないことだろ

うと思いますので、その熱意を出させるためのマネジメントというのが一般に重要ではない

かなというのが正直な感想です。 

  それから、質問を１つしたいと思います。性能試験の工程というところを先ほどお示しい

ただいて、田中先生からそれを守ることが大事だというご指摘がありましたがそれはそのと

おりだと思います。そこで、工程の最初の２２年度のところを見ますと、設備点検というの

がかなり長いですよね。それで、むしろ炉心確認試験といったところが短くて、点検の期間

はかなり長くて、あたかも点検が目的でやっているのかなという印象を受けるのですが、そ

のことについてご説明をいただければと思います。 

（弟子丸技術部長）ＦＢＲセンターの技術部長をやっています弟子丸でございます。補足で説

明させていただきます。 

  ２２年度は若干長くなっておりますが、昨年起きました屋外排気ダクトという安全上重要

な機器の補修を行っておりますけれども、それの取り替え工事を今回本格的に行うことにし

ております。そのためにはやはり期間的に三、四カ月ぐらいそれにかかりますので、その分

点検期間が長くなっておるものでございます。 

  もう１つは、機械というのは定期的にある周期でもって点検しておりますけれども、特に

１次系のポンプにつきましては３年ごとに点検をしております。その点検周期が２２年度に

きます。そのためにまとめて点検をすることもありまして、１次系のポンプ３台点検をいた

しますので、その期間を考慮しますとそれぐらいの長さとなるということでございます。 



（広瀬委員）排気ダクトならば、もっと早く換えることはできなかったのでしょうか。 

（弟子丸技術部長）昨年度、安全上の機器ですのでできるだけ早く復旧したいということがあ

りまして、内側から薄くなっているところに鉄板を張りました。その作業を行いまして、炉

心確認試験を受ける準備をしたわけですが、やはり全般的に取り替えた方が良いということ

にしました。総取り替えするにはそれなりに準備がかかりますので、今回は準備をかけて交

換できるようになりましたので交換をするということでございます。 

（近藤委員長）よろしいですか。 

  私から１つ２つ。この事前評価結果を受けて、研究開発計画書が書き直されるのが普通だ

と思うんですけれども、そういうことにしないで、これをバラバラにして持って歩くんです

か。例えば最初の安定・安全運転の達成のところについて、あれこれ色々なコメントをされ

た。そのことを取り込んで改良されたものをもって仕事を始めるのではないのですか。一番

大事なのはプランです。そのプランに幾つか注文ついたとすれば、我々は何をするのかとい

うことをせっかくのコメントを踏まえたものに書き変えるというのがごく自然の行為と思う

んですけれども、それはやらないんですか。 

（森山教授）私から説明をいたします。 

（近藤委員長）いや、森山先生にお話しているんじゃなくて、コメントを受けてＪＡＥＡとし

てはどうするのかなと聞いているのです。 

（一宮センター長）この計画書の中にも、例えば炉心のもんじゅの高度化とかいろいろなとこ

ろでこれからそれの中身を具体的に詰めていきますというのが幾つか書いてあるんですけれ

ども、そういうような実際の具体化の中の計画を詰めていく中で、今回先生からいろいろな

貴重なご意見を伺ったので、そういうのを取り入れながらこの研究計画書をもう少しブラッ

シュアップしていくといいますか中身の濃いものにしていくという行為が必要だと考えてい

ます。 

  先生から答申いただいたものを取り入れたものでもあるんですけれども、これからそうい

うような行為が必要だなというふうに考えています。この研究計画書案を１０月３０日とい

うことで、まさにレビューしていくときに、これがブラッシュアップされつつ、答申とほぼ

同じ時期に出したものですから、それをさらにもう少し考えてやっていくというふうにした

いと思います。 

（森山教授）よろしいですか。補足させていただきます。現実にはやはり研究開発の当初のも

のを少しずつ変えながら、改良されながら並行して検討しているのが事実でございます。 



  それからもう１点は、先ほど最初に申し上げましたが、これは事前評価です。それで、実

際にはやってみなければ分からないことも結構あります。指摘している点です。ですから、

これは中間評価が、話によると二、三年後というふうに想定されていますけれども、それに

向けての事前評価という意味で基盤をなしていると。その時点で評価の視点はもう一度確認

はするけれども、これは基本的な考え方としてはこういうことですよということを提示して

いるという位置づけで今回の評価は行っております。 

  ですから、今後、例えばその時点の工程としてこういうものも、ここまで詳しいものはな

かったわけですけれども、こういうものを実際につくり上げていくときに、今回の評価の意

見が取り入れられていくものと私どもは理解しております。 

（伊藤委員）先ほど私が質問したのはまさにそのことです。答申書の２ページの最後のところ

に、評価の結果、マネジメントについては２０１５年までの機構における研究開発体制等の

枠組み及び運用方法は準備されていると評価する、こう書いてあります。つまり、今の時点

で見れば準備されていると評価している。そして、その３行ぐらい後に、長期にわたる研究、

５年程度で区切り、その都度チェックしていく進め方を採用しており、技術的に十分検討さ

れた研究開発計画であると評価すると。 

つまり、今の事前評価では今の開発計画は十分準備され、十分検討されたものだという評

価をした上で、したがってこのとおり進めてくださいと。ただし、今後これを進めていく途

中で随時評価をする、今は一応５年という言い方をされているけれども、それは順次やって

いく。その都度都度こういうことを留意して進めていってくださいねと。その留意というの

は評価するときにこういうことを留意してきちんとできるか、あるいは進んでいけるかとい

うことですよねと。 

  つまり、今の事前計画で欠けているところを指摘したのではなくて、今の事前評価で良い

けれども、進めていくにあたってこの点は引き続き留意してくださいねということですよね、

と確認したつもりですけれども。それでよろしいんですよね。 

（森山教授）はい。ここがしっかり整理した形で入っているかどうかという点については先ほ

どちょっとご指摘があったかとは思います。 

（近藤委員長）そうすると、資料２－２の添付２という資料は、いわばファイナルバージョン

だと、こういうご説明をされたと。この１０月３０日というのは評価結果を踏まえて書き直

したものが評価委員会資料としてできていると、そういう整理ですか。 

（一宮センター長）おっしゃるとおりです。評価をやっていくときに、この研究計画書もその



時点その時点で少しずつ中には取り入れていますので、非常に少しそれが簡潔すぎる形で書

いてはございますけれども、そういう形でまとめました。その中にも例えばもんじゅの高度

化計画案をこれから作成しますとか、いろいろな具体的な、この時点ではまだまとまってい

ないですけれども、そういう研究計画書をさらにブラッシュアップしますと、充実させてい

きますということが決意表明として掲げてありますので、委員長がおっしゃるような形でこ

れを充実させていくという行為が我々も必要だということをこの中で書いてございます。 

（近藤委員長）ほかに。 

  よろしゅうございますか。 

  田中委員、どうぞ。 

（田中委員長代理）参考資料を見ますと、出典が書いてあります。例えば起動試験ですが、多

分これだけの試験項目ですから、実際の実験計画とか研究計画書はとても厚いものがあるだ

ろうと思いますが、まずそれが大事ですよね。そこまでは森山先生も見られたかどうか分か

りませんけれども、ある程度そういうことを見ながらやられたのかなと思います。例えば１

８ページのもんじゅの性能試験報告書に臨界試験、起動試験というようなことが書いてあっ

て、この出典からとってきたということですけれども、改めてやはりそういうことを、委員

長が指摘したようなことを本当に自分たちがこの実験をやる、この試験をやるという形での

計画書を本当の専門家として作っていくことがとても大事だと思います。当然それをやって

からでなければこのような試験はできないと思いますけれども、ぜひそういう努力をしてい

ただくことが大事だと、それが多分委員長のご指摘に応えることになると思います。 

（近藤委員長）ほかにありませんか。それでは、これでこの議題を終わります。 

  森山先生をはじめ、ご説明に来られた方、本日はどうもありがとうございました。 

  それでは、次の議題。 

 

（３）その他 

 

（中村参事官）その他議題でございますけれども、事務局は特に準備してございません。 

（近藤委員長）先生方もよろしゅうございますか。 

  それでは、次回予定を伺って終わりにいたします。 

（中村参事官）次回、第４８回の原子力委員会の定例会議につきましては、来週の２２日、火

曜日の１０時３０分からを予定してございます。よろしくお願いいたします。 



（近藤委員長）それでは、これで終わります。 

  ありがとうございました。 

―了― 


